様式第3号(第8条関係)


第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彦根市長　　　　　　　　

彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金については、次のとおり交付することに決定したので、彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱第8条の規定により通知します。

1　交付決定額　　金　　　　　円
2　交付の条件
(1)　この補助金は、申請書記載の事務または事業の目的以外に使用してはならない。
(2)　補助事業者は、彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱に従わなければならない。
(3)　補助事業の全部または一部を中止し、または廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(4)　補助事業に関する書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管すること。
